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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和２年４月20日閣議決定)(抜粋) 

 

 

第２章 取り組む施策 

 

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発 

 

８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 

 感染拡大防止のための学校の臨時休業等により影響を受ける子育て世帯に対して、子供

の居場所・学習機会・心のケア等の確保や修学旅行の中止・延期に伴う追加的費用の支援、

子供の世話をする保護者の有給での休暇取得支援を図る。 

 

・ 子供たちの自然体験・文化芸術体験・運動機会の創出（文部科学省） 

 

 

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続 

 

 新型コロナウイルス感染症による経済活動の急速な縮小に伴い、中小・小規模事業者やフ

リーランスを含む個人事業主を取り巻く環境は極めて厳しく、事業の継続や雇用の維持が

危ぶまれている。この危機をしのぎ、次の段階である経済の力強い回復への基盤を築くため、

困窮している事業者や全国全ての人々への新たな給付金制度の創設をはじめ、財政・金融・

税制といったあらゆる政策手段を総動員し、雇用と事業、そして国民の生活、文化芸術の灯

を守り抜く。 

 

１．雇用の維持 

 国民生活にとって最も重要な雇用の維持に、引き続き全力を挙げて取り組む。このため、

雇用調整助成金について、緊急対応期間（令和２年４月１日から６月 30 日まで）において、

助成率を、中小企業は５分の４、大企業は３分の２に引き上げ、さらに解雇等を行わない場 

合には、中小企業は 10 分の９、大企業は４分の３とするとともに、雇用保険被保険者でな

い非正規雇用労働者も対象とするなどの拡充を行う。あわせて、制度を利用する事業者の利

便のため、残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手続の簡素化を行う。 

 

・ 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大（厚生労働省）等 

 

２．資金繰り対策 

   事業の継続を強力に支援すべく、中小・小規模事業者や中堅企業・大企業の資金繰り対策

に万全を期す。個人事業主や売上が急減した中小・小規模事業者、生活衛生関係営業者に対

する、利子補給を組み合わせた実質無利子・無担保の融資について、十分な規模の融資枠を
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確保するとともに、手続きの迅速化に努める。また、更なる事業者の金利負担及び返済負担

の軽減を図るため、日本政策金融公庫等の既往債務について、実質無利子・無担保融資への

借換を可能とする。 

あわせて、融資窓口を拡充する観点から、地方公共団体の制度融資を活用し、民間金融機関

でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度を創設するとともに、このための

セーフティネット保証・危機関連保証の保証料の減免を行いつつ、十分な規模の保証枠を確

保する。民間金融機関の信用保証付の既往債務についても、同制度への借換を可能とする。

同時に、医療・福祉事業者、農林漁業者、外食事業者、食品流通事業者の資金繰り支援に万

全の措置を講ずる。 

 

・ 日本政策金融公庫等による特別貸付及び危機対応業務による資金繰り支援（中小・小規

模事業者への実質無利子化含む）の継続（財務省、厚生労働省、   

農林水産省、経済産業省、内閣府） 

・ 小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の実質無利子化（経済産業省） 

・ 日本政策金融公庫等や保証付き民間融資の既往債務の借換（財務省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省、内閣府） 

・ 民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度の創設（経済産

業省、金融庁）                             等 

                                 

３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 

 特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランス

を含む個人事業主に対して、万全のセーフティネットを構築すべく、事業の継続を支え、事

業全般に広く使える、再起の糧とするための新たな給付金制度を創設する。具体的には、「持

続化給付金（仮称）」として、事業収入が前年同月比 50％以上減少した事業者について、中

堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入

からの減少額を給付する。その際、苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が伝わ

るよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏

まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続と

し、申請から給付までの期間を極力短くする。 

 

・ 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金（持続化給付金（仮称））（経済産業省）等 

 

４．生活に困っている人々への支援 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじ

めとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持

ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならな

い。このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を
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行うこととし、一律に、一人当たり 10 万円の給付を行う。また、マイナンバーカードを活

用した受付システムの整備も行う。さらに、子育て世帯に関しては、児童手当（本則給付）

を受給する世帯に対し、その対象児童一人当たり１万円を上乗せする臨時特別の給付金を

支給する。これらの給付金について、所得税及び個人住民税を非課税とする措置等を講ずる。 

感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等

の保険料の免除等を行う。 

また、収入の減少により生活に困窮されている方に対する緊急小口資金等の特例を継続

的に実施する観点から必要な予算を確保する。 

※まず、緊急小口資金で最大 20 万円を貸し付け、なお、収入の減少が続く場合等には、さらに総合支援

資金で、二人以上世帯の場合は最大 20 万円を３ヶ月間貸し付けることで対応（合計 80 万円）すると

ともに、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除できることとする。 

 

・ 全国全ての人々への新たな給付金（特別定額給付金（仮称））（総務省） 

・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の継続（厚生労働省） 

・ 住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充（厚生労働省）  等 

 

５．税制措置 

 政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対

し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除（所

得控除又は税額控除）の対象とする。 

 

・ 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等

への寄附金控除の適用（文部科学省） 

 

 

 

Ⅲ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 

 

１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント事業等に対する支援 

 今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等に甚大な打撃を被った観光・運輸

業、飲食業、イベント・エンターテインメント事業を対象に、Ｇｏ Ｔｏキャンペーン（仮

称）として、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束した後の一定期間に限定して、官民一

体型の消費喚起キャンペーンを実施する。具体的には、キャンペーン期間中の旅行商品を購

入した消費者や飲食店を予約・来店した消費者、飲食店で使える食事券を購入した消費者、

イベント・エンターテインメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・ポイント・ク

ーポン券等を付与する。その際、キャンペーン全体で統一的な事務局を設置の上、全国津々

浦々から本事業に参加する事業者を募集する。 

 

・ Ｇｏ Ｔｏキャンペーン事業（仮称）（内閣官房、経済産業省、国土交通省、農林水産省） 
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２．地域経済の活性化 

 感染症拡大の防止、地域経済・住民生活の支援に加えて、感染症の拡大収束後においても、

地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、「新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）」を創設する。地域産業の中核である農

林水産業については、新型コロナウイルス感染症の影響により直面している急激な人手不

足に対応するため、即戦力人材等の確保や人材育成のための機械・設備の導入等を支援する

とともに、農林水産業の経営不安に対処する支援策を講じる。 

また、人々の心を癒し、明日への希望を与え、社会の基盤をなす文化芸術と、心身の健康

につながり、夢と感動、勇気を与えるスポーツは、いずれも豊かで潤いのある生活に極めて

重要な存在である。各地で中止・延期等を余儀なくされた文化芸術・スポーツ活動に対する

関心と熱意を盛り上げるべく、事業継続や生活維持に係る支援のほか、新型コロナウイルス

感染症対策を含め活動再開に向けた十分な支援を行い、各地域で多種多様な文化芸術、スポ

ーツ体験の機会の創出を通じて、地域の活気を取り戻す。 

新型コロナウイルス感染症の影響により急減したインバウンド需要の復活に向け、受入

環境整備を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症対策を含む地域に関する正確な

情報発信やマーケティング、地域ごとの魅力あるコンテンツへの磨き上げ、海外向けの大規

模プロモーション等に官民を挙げて取り組む。 

 

・ 文化芸術・スポーツ施設への感染症防止対策等支援（文部科学省） 

・ スポーツイベント再開に向けた感染症防止対策・広報等支援（文部科学省） 

・ 生徒やアマチュアを含む地域の文化芸術関係団体・芸術家によるアートキャラバン（文

部科学省） 

・ 子供たちの自然体験・文化芸術体験・運動機会の創出（文部科学省）【再掲】 

・ 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等

への寄附金控除の適用（文部科学省）【再掲】 

 

Ⅳ．強靱な経済構造の構築 

 

２．海外展開企業の事業の円滑化、農林水産物・食品の輸出力の維持・強化及び国内供給力の

強化支援 

 新型コロナウイルス感染症の影響により海外への渡航が制限されるなど、中小企業等の

海外展開に支障が生じていることから、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）による海外展開企

業からの相談体制の拡充、越境ＥＣに対する支援により中小企業の海外展開・販路開拓をき

め細かく支援するとともに、国内コンテンツの海外展開も支援する。 

 

・ コンテンツグローバル需要創出促進事業（経済産業省） 
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３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 

 学校等の授業をオンラインで行う場合、教材として使用する著作物について個々に許諾

を得ることなく使用できるようにするための授業目的公衆送信補償金制度について、教育

現場の負担に十分に配慮した形で、本年４月中からの暫定的な運用開始を目指す。また、新

型コロナウイルスの感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態

に備え、特例的な措置として、児童生徒等の教育機会確保のための施策を講ずる。 

 

・授業目的公衆送信補償金制度の早期施行（文部科学省） 

 

〇遠隔教育について実施すべき事項 

 

（５）オンラインでの学びに対する著作権要件の整理 

 デジタルの資料配布を原則許諾不要・補償金とする著作権法の一部を改正する法律は公

布日（平成 30 年５月 25 日）から３年以内に施行されるとなっているところ、これを即時に

施行するとともに、令和３年度からの本格実施に向けて補償金負担の軽減のための必要な

支援について検討する。 


